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　本市では、はじめて手話を学ぶ方のための講座として「意
思疎通支援奉仕員養成講座」を開講しています。入門課程、
基礎課程、レベルアップ課程ⅠⅡとコースが分かれており、
ステップアップしながら学ぶことができます。
※詳細は市HP（ID:1012438）

　簡単な日常会話を中心に手話を学ぶ「手
話ロビー講座」を開講しています。
●日時／毎月第３金曜日　12時 30分～　　
　13時 30分（右表参照　※８月は休講）
●場所／市役所本庁舎１階ロビー
　偉人・先人コーナー（総合案内所横）
●対象／来庁者（どなたでも参加できます）
●費用／無料

　インターネットを通じて、聴覚に障害のある方が、市役所の手話通訳者に手話（映像）で電話したい内容を伝えます。
その内容を、手話通訳者が代わりに電話で伝えることで、聴覚に障害のある方は市役所に来庁することなく、
どこにいても電話での意思疎通が可能になります。　　　※利用には S

ス
k
カ
y
イ
p
プ
e のダウンロードが必要です。　

詳細は市HP（ID:1017328）

　聴覚に障害のある方が、公的機関や医療機関などへ出
かけるために手話通訳が必要な場合、要請があれば手話
通訳者を派遣します。

　職員が地域に出向き講座
を行う「出前講座」でも手
話を学ぶことができます。
詳細は市HP（ID:1001167）
※私立・公立幼稚園・小学校・
中学校、市立高校からの申込に
ついては、「教育パワーアップ！
出前講座」で受け付けています。
詳しくは、学校教育課☎ 435-
1139、FAX431-9629 へ。

　あいさつなど簡単な
手話を学ぶことができ
る「和歌山市手話動画」
を市のホームページに
掲載しています。詳細
は市HP（ID:1017329）

問和歌山県聴覚障害者情報センター
☎421-6311、FAX421-6411基礎課程
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～サービスの仕組み～
聴覚に障害のある方 手話通訳者（市役所） 電話先

初めての方は

ここから !!

↓

もう少し学びたい…↓

和歌山県手話通訳者養成講座

話でコミュニケーションをとる方向けに

　手話通訳者として必要な知識
を身につけて、手話語い・表現
技術などの習得を目指します。
修了すると「手話通訳者」とし
て活躍可能に。

手話動画を見てみよう！

QR コードを読み取ると、
市 HP へ移動します。

手でつむぐ
心と心

　ろう者※とろう者でない人が共生することのできる地域社会の実現を目指すため、平成 28 年
３月 28 日に和歌山市手話言語条例が施行されました。この条例は、手話が日本語などと同じ「言
語」であるとの認識から生まれたものです。条例施行から３年余り、今回の特集では手話の普
及を目指す和歌山市の取り組みについて紹介します。※聴覚に障害のある方のうち、主として手話を使用する方

市 役所で気軽に学ぶ本 格的に学ぶ

出 前講座で学ぶ 動 画で学ぶ

ど こでも手話電話サービス

手 話通訳者の派遣

問障害者支援課☎ 435-1060、FAX431-2840

特集

手

ご
存
知
で
す
か
？

　
　
　
　
　

障
害
者
マ
ー
ク

入門課程
（全 22回）

基礎課程
（全 21回）

レベルアップ課程Ⅰ

レベルアップ課程Ⅱ

（全８回）

（全 10回）

年間日程（予定）
６月 21日
７月 12日
8 月休講
９月 20日
10 月 18日
11 月 15日
12 月 20日
１月 17日
２月 21日
３月 13日あいさつや日常会話な

どを学びます。

手話の文法に従って学

びます。

基礎課程の復習を中心に学び、 手話通訳者養成

講座 （右記参照） の受講へつなげます。
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わ
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。
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手話であいさつする尾花市長

手
話
の
歩
み

あらたに今年
6月から開始

意思疎通支援奉仕員養成講座


